
介護ロボット導入支援事業費補助金FAQ（Ver.4）

（R5.10.2時点）

No. 項目 質問 回答

1 ICT

　既に介護ソフトの導入により記録業務、情報共有業
務（事業所内外の情報連携を含む。）請求業務を一気
通貫で行っている場合で、新たにタブレット端末等や
バックオフィス業務（業務効率化に資する退勤管理、
シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成など）
用のソフトのみを導入する場合は補助の対象となる
か。

対象となる。
　ただし、タブレット端末等を導入する際にあたって
は、必ず介護ソフトをインストールの上、業務にのみ
使用すること（補助目的以外の使用防止及び私物と区
別するため、業務用であることを明確に判別するため
の表示（シール等の貼付）を行うなど事業所において
工夫すること）。

2 ICT

　タブレット端末等ハードウエアのみ購入した場合も
LIFEによる情報収集に協力しなければならないのか。

情報収集に協力する必要がある。

3 ICT

　タブレット端末等ハードウエアとは具体的にどのよ
うなものが対象となるのか。

タブレット端末等ハードウエアは、生産性向上に効果
のあるハードウエアが対象であり、例えば、介護に関
する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を
確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や
職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュ
ニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活
用したものを対象とする。
　なお、事業所に置くパソコンやプリンターは対象外
とする。

4
通信環境
整備

　既に見守り機器を導入している場合であっても、見
守り機器をより効果的に活用するために必要な通信環
境を整備する場合も補助対象となるか。

　補助対象となる。

5 ICT

　ICT導入事業について、職員数の考え方如何。 　職員数には、訪問介護員等の直接処遇職員だけでは
なく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等
の職員も参入して差し支えない。また、この場合、常
勤・非常勤の別は問わない。
　なお、職員数については、事前協議時点における常
勤換算法により算出された人数（「指定居宅サービス
等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（H11
年3月31日厚生省令第37号）第２条第８号等の規定に
基づいて算出した人数とし、小数点以下は四捨五入す
るものとする。）とするが、居宅を訪問してサービス
を提供する職員（訪問介護、居宅介護支援専門員等）
及び管理者や生活相談員等の職員については、従事す
る職務の性質上、実人数（常勤・非常勤の別は問わな
い）として差し支えない。
　職員数の区分については、過年度に交付した際と当
該年度申請時点の職員数（常勤換算）で少ない方の区
分により算定する。

6 ICT

　年度途中からタブレット等のリースを行う場合、対
象となるのはリース開始時から１年か、それとも当該
年度末までか。

　リースの場合（歳出科目で「使用料及び賃借料」に
該当する場合）には、一定期間ごとにリース代の支払
いが想定されるが、交付要綱上「当該年度中」の経費
を補助対象としているため、当該年度の３月末までの
経費が対象となる。

7 ICT

　毎月費用を支払う介護ソフトは「１年分」が対象と
なるのか、それとも「当該年度の３月末まで」が対象
か。

　交付要綱「当該年度中」の経費を対象としており、
当該年度の３月末までの経費が対象となる。

8 ICT

　介護ソフト５年間の使用権（ライセンス）を購入す
る場合、購入した年度に全額を補助対象経費として良
いか。按分して、当該年度３月末までの経費を補助対
象経費とすべきか。

　使用権（ライセンス）購入型の介護ソフトは、使用
権限はあるものの、購入時に一括して費用を支払うも
のであり、性質としてはパッケージ型介護ソフトの購
入と同質であると考えられることから、初年度に全額
を補助対象経費として扱って差し支えない。
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9 共通

　補助事業者は、「介護保険法に基づく介護サービス
事業者の指定・許可を受けた北海道内に所在する次に
掲げるサービスを行う事業所」とされているが、総合
事業（通所型サービスB等）の事業所や共生型サービ
スの指定を受けた事業所も対象となるのか。

　介護給付及び介護予防給付の対象ではない総合事業
の訪問型サービス又は通所型サービス（以下、「総合
事業」という。）を行う事業所は、「介護事業所」に
含まれず、本事業の対象外となる。一方、共生型サー
ビスの指定を受けた事業所は、本事業の対象となる。
　なお、指定訪問介護又は指定通所介護等と総合事業
を一体的に実施している場合であって、指定訪問介護
事業所又は指定通所介護事業所等で購入した機器を当
該総合事業において使用することにより業務効率化が
図られる場合には、指定訪問介護事業所又は指定通所
介護事業所等で導入した機器を当該総合事業所におい
て利用することは可能である。

10 共通

　同一敷地内に特別養護老人ホーム（介護老人福祉施
設）と通所介護事業所が併設されている場合には、そ
れぞれ独立した１事業所として計２事業所とすべき
か。併設されているので、１事業所とすべきか。

　指定ごとに１事業所とカウントするため、併設され
ている場合は２事業所とする。
　なお、効率的な運用を前提として機器を共有・流用
することは差し支えないが、実質的には特定の事業所
のみで活用されるといった、２事業所を対象に補助し
た目的に反するような活用にならないよう留意してい
ただきたい。

11 ICT

　市直営の地域包括支援センターが介護保険法第8条
の2第16項に規定する介護予防支援事業を実施してい
るが、当該介護予防支援事業所の職員が利用するタブ
レット等を本事業の対象としても良いのか。

　市町村直営・民間運営問わず、介護予防支援事業所
において利用する機器等について対象とすることにつ
いては差し支えない。
　ただし、地域包括支援センターの整備費・運営費に
は充てることは想定していないため、介護予防支援事
業所ではなく地域包括支援センターとして実施してい
る事業分については対象とできないため、留意された
い。

12 ICT

　１月の包括報酬となっているサービス（定期巡回・
臨時対応型訪問介護看護等）においては、サービス利
用表（提供表）に訪問回数を記載するわけではないた
め、介護ソフトによってはサービス提供１回（１日）
の記録と請求が直接リンクせず、一気通貫にすること
によりサービス利用表（提供表）が見づらく業務が煩
雑化してしまう場合がある。このような場合でも、一
気通貫の要件は必要か。

　包括報酬型であるなどサービス利用後との記録業務
と請求業務が結びつかないような場合であって、記録
業務と請求業務を一気通貫とすることで逆に請求業務
が複雑化するような場合においては、例外的に一気通
貫の要件を求めないものとする。
　なお、業務効率化の観点から、可能な限り、一気通
貫となる（転記が必要なくなる）介護ソフトの導入を
検討されたい。

13 ICT

　問１の回答において、「必ず介護ソフトをインス
トールの上」とあるが、インストールせずネットワー
クにアクセスして利用する介護ソフト（ASP型の介護
ソフト）は補助対象となるか。

　補助対象となる。

14 ICT

　介護保険法第8条の２第16項に規定する介護予防支
援事業を行っている地域包括支援センターが本事業を
活用する場合、ケアプラン標準仕様導入の要件は対象
外ということで良いか。

　ケアプラン標準仕様は介護予防給付や介護予防支援
については対応していないため、必ずしもケアプラン
標準仕様を実装した介護ソフトでなくても差し支えな
い。
　ただし、地域包括支援センターとして実施している
事業分については対象とできないため、留意された
い。

15 ICT

　一気通貫の要件について、１つのソフトではなく複
数のソフトを連携させて結果的に一気通貫になる（転
記が不要になる）場合にも対象として良いか。

　お見込みのとおり、１つのソフトでなくても、複数
の介護ソフト間の連携により転記が不要となるのであ
れば対象となる。また、複数の介護ソフトを連携させ
るソフトウエアも本事業の対象として差し支えない。
　なお、交付要綱第３条(３)ア(イ)に記載のとおり、
既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追
加すること等により一気通貫となる（転記等の業務が
発生しなくなる）場合も対象となる。

16 ICT

　既に一気通貫となっている介護ソフトを利用してい
る事業者が、さらなる一気通貫のために介護ソフトを
購入する場合（音声入力機能の追加により、記録業務
が更に省力化される場合等）も対象として良いか。

　対象として差し支えない。
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17 ICT

　本事業により導入したタブレットを職員のシフト調
整等のバックオフィス業務やオンライン面会等、転記
不要（一気通貫）と関係ない業務に利用することは可
能か。

　本事業は、介護記録入力、情報共有、報酬事務と
いった事務が転記不要（一気通貫）になっていない介
護事業所がICTを導入することで業務負担軽減するこ
とを主目的として想定している。本事業により導入し
たタブレット端末は、本来は転記不要（一気通貫）の
ために使用されるべきものであるが、過去に本事業に
よる補助を受けたかどうかに関わらず、転記不要（一
気通貫）が実現できていれば、本事業により事業所の
負担軽減に資するバックオフィスを導入することは可
能である。

18 共通

　交付要綱第３条（１）～（３）に掲げる事業のう
ち、「見守り機器の導入に伴う通信環境の整備事業」
と「ICT導入事業」において実施するネットワーク機
器の購入・設置の違いは何か。
　また、両方の事業を活用して通信環境を整備するこ
とは可能か。

　「見守り機器の導入に伴う通信環境の整備事業」に
ついては、交付要綱第３条(１)に掲げる「介護ロボッ
ト導入事業」において、見守り機器を導入した際に併
せて実施する通信環境整備が補助対象となる。
　また、「ICT導入事業」については、交付要綱第３
条(３)に掲げるICT（介護ソフト）の導入に伴い実施
するネットワーク機器の購入・設置が対象となる。
　なお、「介護ロボット導入事業」及び「見守り機器
の導入に伴う通信環境の整備事業」の対象となるもの
については、「ICT導入事業」の対象とはならないの
で、留意願いたい。

19
介護ロ
ボット

　既に介護ロボットを導入している事業所において、
当該機器の付属品やオプション機器を追加で購入する
費用は補助対象となるか。

　補助対象にはならない。

20 ICT

　同一敷地内に特別養護老人ホーム（介護老人福祉施
設）と通所介護事業所が併設されている場合には、指
定ごとに１事業所としてカウントする（問10）が、併
設する事業所を含めて一括で同一の介護ソフトを導入
し、施設全体でWi-Fi環境の整備を行う場合の補助対
象経費はどのように計算されるのか。

　併設する事業所を含めて一括で同一の介護ソフトを
導入する場合や施設全体でWi-Fi環境を整備するな
ど、それぞれの事業所として申請すると補助対象経費
が重複するような場合は、各事業所の職員数により補
助対象経費を按分した上で、それぞれの事業所で申請
すること。
　なお、空床を利用してサービス提供される指定短期
入所療養介護及び指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準（H11年厚生省令第37号）
第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活
介護事業所（空床利用型）については、本体施設と併
せて１事業所とする。
※職員数の考え方は問５のとおり

21 共通

　他の補助金との併用は可能か。 　不可。
　他の補助金等（人材確保等支援助成金（介護福祉機
器助成コース）、IT導入補助金、新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金等）を受けて導入する
介護ロボット・ICT及び通信環境整備については、本
事業における補助の対象とはならない。

22 共通

　事業の採択について、優先順位などはあるか。 　北海道の予算額を上回る応募があった場合は、次に
掲げる事業所を優先する場合がある。
・これまでに本補助金の交付を受けていない事業所
・今回の事業実施により、新規に介護ロボットや介護
ソフトを導入する事業所
・令和4年度に実施した「令和5年度介護ロボット投入
支援事業費補助金所要額調査」において回答を行った
事業所
　そのほか、個別に購入台数の調整等、協議する場合
があることについて、予め了承されたい。
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23 ICT

　親会社から子会社への販売等、関連法人の間で販売
されるソフトウエアは、本事業の対象となり得るか。

　関連法人であっても、法人格が異なる法人間での販
売やリース等を含む契約が発生するものは、本事業の
補助対象とする。
　なお、同一法人内でソフトウエアを提供していて、
他の事業所に対して一般販売しており、同価格で当該
事業所に対して販売する場合は対象になるが、当該事
業所の職員がソフトウエア販売やサポート業務等を
担っていたり、提供にあたって金銭の流れが発生して
いなかったりする場合は、補助対象とはならない。
　また、同一法人内で当該事業者が使用するために個
別に開発されるソフトウエアの開発に要する経費は補
助対象とならない。

24 共通
　交付決定前に購入（発注）した機器等は補助対象と
なるか。

　補助対象とならない。

25
介護ロ
ボット

　介護ロボット導入事業で見守り機器を導入すること
にあわせ、既存のナースコールを見守り機器と連動可
能なものに買い換える場合、ナースコールの購入費用
は補助対象となるか。

　ナースコール本体の購入・改修については、「介護
ロボット」に該当しないことから、補助の対象とはな
らない。ただし、見守り機器の購入に併せて、機器を
最大限活用するためにナースコールと接続するための
中継ユニット等を購入する費用は補助対象となる。

26 ICT 　削除（R5.08.30） 　

27 ICT

　オンプレミス型でサーバーを設置する場合、サー
バーの費用は補助対象となるか。

　本事業の補助対象となるタブレット端末等について
は、訪問先でデータの入力を行う等、持ち運んで使用
するものを想定している。そのため、補助対象経費と
して、「事業所に置くパソコンやプリンターは対象外
とする。」としており、サーバー機は対象とならな
い。

28 ICT

　ICT導入事業について、交付要綱第３条(３)に規定
する「研究開発品」の考え方如何。

　この規定は、本事業により補助する介護ソフトにつ
いての考え方について示したものであり、本事業によ
る補助により研究開発を行うことがないよう規定した
ものである。
　そのため、事業所において独自開発した介護ソフト
の使用を制限したものではない。

29 ICT

　ICT導入事業の3/4の補助率となる要件のうち、
「データ連係関係」について、データ連携を行ってい
る件数等、対象となるかの判断基準をどう考えるか。

　データ連携の方法については、令和４年度までは、
介護ソフトベンダーが提供するクラウドサービスの利
用等、同一ベンダーのユーザー同士のデータ連携を
行っている場合も、3/4の補助率の対象としていた
が、さらにデータ連携を促進するため、ケアプラン
データ連携システム（国民健康保険中央会）等、ベン
ダーを問わずデータをやりとりするデータ連携サービ
ス等の利用を想定したものである。居宅サービス計画
書に類する書類を居宅サービス事業所等とやり取りを
していて、データ連携によりさらなる転記不要（一気
通貫）が図れることが計画書から判断できる場合は
3/4の補助率と判断する。

30 ICT

　ICT導入事業の3/4の補助率となる要件のうち、
「LIFE対応関係」について、LIFEの活用が要件となる
加算を算定できるサービスを提供する事業所のみが対
象となるのか。

　LIFEの活用が要件となる加算を算定できないサービ
ス事業であっても、LIFEのCSV機能取込によりLIFEに
データ提供を行い、フィードバックを活用したPCDAサ
イクルによるケアの質の向上に取り組むことは可能で
あり、加算の算定の有無にかかわらず、LIFEを活用す
る全てのサービス事業所を対象とする。
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31 ICT

　本事業によって導入する介護ソフトが補助対象であ
るかどうかの判断基準をどのように考えればよいか。
　※ケアプラン標準仕様･･･居宅介護支援事業所と訪
問介護などのサービス提供事業所間における情報連携
の標準仕様（令和５年６月）

　ケアプラン標準仕様の実装は、一気通貫のために有
効であり、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等の
対象サービスの事業所が本事業により介護ソフトを導
入するにあたって必須の項目として規定している。
　ケアプラン標準仕様の対象サービス事業所について
は、交付要綱第３条(３)ア(ア)a及びbを満たす介護ソ
フトであることを必須としており、実施要綱第３条
（３）ア（イ）bで示すCSVファイルの出力・取込機能
について一部のみ実装している場合は補助対象となら
ない。ケアプラン標準仕様の対象サービスについて
は、居宅介護支援及び連携対象の居宅サービス事業所
である。
　ケアプラン標準仕様の対象サービス以外のサービス
種別の事業所については、実施要綱第３条（３）ア
（ア）aを満たすソフトであることを必須として取り
扱う。
　なお。交付要綱第３条(３)ア（ア)a及びbを満たし
た上で、cに該当する介護ソフトの導入費用を補助対
象としても良い。

32 ICT

　導入にあたっての職員のスキルアップ研修とは、具
体的にどのようなものを想定しているのか。

　介護ソフト等の導入にあたっては、職員のICTスキ
ルに不安があるとの声もあることから、介護ソフトベ
ンダーによる導入前研修等により、ICTスキル向上の
ための支援を行う場合等を想定している。
　なお、研修実施にあたっては、「介護サービス事業
所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引
き」に、実施に向けた留意事項等を示しているので、
参考にされたい。
　また、事業所の業務改善の観点で、「令和5年度
(2023年度)介護事業所業務改善支援事業」の活用も検
討いただきたい。

33 ICT

SECURITY　ACTIONの宣言は、中小企業のみ行えばよい
のか。（大企業は宣言不要か）

　SECURITY　ACTIONの宣言は事業所単位で行っていた
だくことを想定している。中小企業であり単一事業所
を運営する場合は法人として宣言を行うことになる。
中小企業、大企業の別に関わらず、複数法人を運営す
る場合は、事業所単位で法人番号がないと考えられる
ため、「個人事業主」として申し込むことを想定して
いる。

34 共通

　交付要綱第４条(５)で収支状況の改善、職員の賃金
への還元を規定する趣旨は何か。

　令和４年12月、厚生労働省が示した「介護職員の働
く環境改善に向けた政策パッケージ」において、「経
営改善や生産性向上の取組を通じた成果を、従業員の
賃金に適切に還元して頂くことについて期待する。」
としており、ICTの導入等により生産性向上の取組を
行った成果として収支状況の改善や賃金への還元を期
待しているため、ここで規定したものである。

35 ICT

　「データ連携」について、PDFファイルで連携して
いる場合は、3/4下限の対象となるか。

　転記が発生するため、対象とならない。
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36 ICT

　過去に本事業を活用した事業所や、既に他の補助金
等により介護ソフト等の導入実績がある事業所が、補
助の申請をすることは可能か。また、その場合の職員
数の考え方如何。

　本事業の目的に照らし、より多くの事業所での導入
を目指す観点から、原則として1事業所が受けられる
補助は1回とすることを想定している。ただし、当該
事業者がそれまで受けた補助金の合計額が申請年度の
基準額の範囲内であれば、複数回の申請を妨げるもの
ではない。その場合の補助上限額は、申請年度の基準
額からそれまで受けた補助金の合計額を控除した額と
なる。職員数の区分については、過年度に交付した際
と当該年度申請時点の職員数（常勤換算）で少ない方
の区分により算定することとなる。
　また、他の補助金や自己財源等により既に介護ソフ
トを導入している事業所からの申請があった場合にお
いても、より多くの事業所での導入を目指す観点か
ら、従来使用している機器･介護ソフト等と機能面か
ら比較しつつ導入の有効性を検証し、補助事業所の優
先順位を付して対応する。
　なお、補助対象となるのは、申請年度に導入した機
器・介護ソフト等のイニシャルコストと当該年度のラ
ンニングコスト（リース、保守、サポーチ費用等）で
あり、本事業や他の補助金等により過年度に導入した
機器・介護ソフト等のランニングコストは対象となら
ない。
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